
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ６－０ その他の飲食用具及び調理用器具 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ６－０ 全 その他の飲食用具及び調理用器具 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ６－１２１０ 飲料水用ろ過機 

Ｍ０－００ Ｍ１～Ｍ３に属さないその他の基礎製品雑 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 食生活で使用する各種の飲食及び調理用具、機器の雑で、機器に関しては、家庭内のみなら

ず、営業用の機器も含む。ただし大量生産ラインで使用するものは、食品加工機械に入れる。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品，意匠） 

家庭用浄水機はＫ６－１２１０、固形燃料はＭ０－００に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係，懸案事項など） 

  

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

ホイル成形具 カップ麺の蓋押さえ  

   

 


